
当座貸越契約規定 
 
 私は、株式会社ジャックスの保証（以下「保証会社」という）に基づき、⼤垣⻄濃信⽤
⾦庫（以下「甲」という）との元⾦据置型カードローン取引（以下「本取引」という）に
おいて下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく⼀切の債務に
つき責任を負います。 
第１条（契約の成⽴） 
１．この契約は、私からの申込を甲が審査の上、承諾し、ローンカードを作成した時に成
⽴したものとします。 
２．この契約による個別の借⼊契約は、甲から⾦銭が交付されたときに、個別に成⽴する
ものとします。 
第２条（取引の開設） 
１．本取引は、甲本⽀店のうちいずれか１ヵ所のみで開設するものとします。 
２．甲は本取引に使⽤するためのローンカード（以下「カード」という）を発⾏するもの
とします。 
３．私は、本取引の返済⽤預⾦⼝座として、私名義の預⾦⼝座（以下「返済⽤⼝座」とい
う）を指定します。 
第３条（取引の⽅法） 
１．本取引は、当座貸越取引とし、⼩切⼿、⼿形の振出あるいは引受、または預⾦⼝座振
替による⾃動⽀払は⾏わないものとします。 
２．本取引は、現⾦⾃動⽀払機（現⾦⾃動預⼊⽀払機を含む。以下「⽀払機」という）を
使⽤して出⾦する⽅法により当座貸越を受けるものとします。 
３．カードおよび⽀払機の取扱いは、甲所定の取扱規定によるものとします。 
第４条（契約期間） 
１．本取引の契約期間は、契約成⽴から２年後の応答⽇の属する⽉の約定返済⽇（毎⽉10
⽇）までとします。但し、契約期間満了⽇の前⽇までに、甲から私に期間を延⻑しない旨
の申し出がない場合には、契約期間は更に同期間延⻑されるものとし、以降も同様としま
す。 
２．甲が審査等のため、資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるもの
とします。また、継続審査のため、甲ならびに保証会社が加盟する個⼈信⽤情報機関から
取得する個⼈信⽤情報を利⽤することに同意します。 
３．甲から期間を延⻑しない旨申し出がなされた場合、または私の年齢が満６５歳に達し
て契約期限を迎えた場合は新規借⼊を⾏わず、次のとおりとします。 
①貸越元利⾦（損害⾦を含む）の残全額を契約期間の満了⽇までに甲に弁済するものとし
ます。但し、甲及び保証会社が認めたときは、第７条及び第８条の定めにより貸越元利⾦
を弁済することができるものとします。 



②契約期限に貸越元利⾦がない場合は、契約期間の満了をもってこの契約は、当然に解約
されるものとします 
③私は、直ちにカードを甲に返却します。 
第５条（貸越極度額） 
１．この契約による貸越極度額は、甲及び保証会社の審査より決定されるものとし、審査
結果メールで通知した「ご契約内容確認画⾯」の極度額に従うものとします。 
２．甲がやむを得ないと認めて、極度額を超えて私に当座貸越を⾏った場合も、この契約
の各条項が適⽤されるものとし、甲からの請求があったときは極度額を超える⾦額を直ち
に返済するものとします。 
第６条（利息、損害⾦） 
１．本取引による貸越⾦の利息は、甲所定の約定返済⽇（毎⽉10⽇）に所定の利率によっ
て計算の上、貸越元⾦に組⼊れず、返済⽤⼝座より⾃動引落しの上、⽀払うものとしま
す。 
２．甲に対する債務を履⾏しなかった場合は、⽀払うべき⾦額に対し１８．２５％（年３
６５⽇の⽇割計算）の割合による損害⾦を⽀払うものとします。 
３．①⾦融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、甲が利率及び損害⾦の料率を⼀
般に⾏われる程度のものに変更できるものとします。 
②前号による変更の内容は、甲の店頭または⽀払機への掲⽰その他相当な⽅法により公表
するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した⽇から適⽤されるものとします。 
第７条（約定返済） 
１．契約期間中、約定返済の定めはないものとします。 
２．契約期限到来時に残⾼のある場合は、毎⽉約定返済⽇（毎⽉10⽇）に極度額に応じた
元⾦返済額と利息を⽀払うものとします。 
３．前項により、返済⽇前⽇における貸越残⾼が前項に定める返済⾦額に満たない場合に
は、返済⽇前⽇現在における貸越残⾼全額を返済するものとします。 
＜極度額に応じた約定返済額（元⾦）＞ 
極度額 元⾦返済額 
１０万円 ５千円 
３０万円 ５千円 
５０万円 １０千円 
第８条（随時返済） 
１．前条による約定返済のほか随時任意の⾦額を返済できるものとします。ただし、⼿形・
⼩切⼿・証券類は当座貸越⼝座へ直接⼊⾦できないものとします。 
２．前項の随時返済は、次条の⾃動引落としによらず、直接甲の店頭および現⾦⾃動預⼊⽀
払機を使⽤する⽅法により⾏うものとします。 
第 9 条（約定返済⾦等の⾃動引落とし） 



１．第７条による返済は⾃動引落としの⽅法によるものとします。毎⽉の返済⽇までに指定
⼝座に返済⾦相当額を預⼊するものとします。甲は返済⽇に普通預⾦通帳（総合⼝座通帳を
含む）および同払戻請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。 
２．前項の預⼊が遅延した場合には、当該預⼊後いつでも前項に準じた取扱いができるもの
とします。 
第 10 条（諸費⽤の引落し） 
本取引に関し、私が負担すべき費⽤が発⽣した場合は、指定⼝座から⾃動引落しされること
に予め同意します。 
第 11 条（期限の利益の喪失） 
１．私について次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合には、甲から通知、催告等がなくても
本取引による⼀切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 
①第６条及び第７条に定める債務の返済を遅延し、翌⽉の返済⽇に⾄るも返済しなかった
とき。 
②⽀払の停⽌または破産・⺠事再⽣その他裁判上の倒産⼿続開始の申⽴があったとき。 
③債務の整理・調整に関する申⽴があったとき。 
④電⼦⼿形交換所または電⼦債権記録機関の取引停⽌処分を受けたとき。 
⑤私の預⾦その他甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送
されたとき。 
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲において私の所在が不
明となったとき。 
⑦保証会社より保証の取消しがあったとき。 
２．次の各号の場合には甲からの請求によって本取引による⼀切の債務につき期限の利益
を失い直ちに債務を弁済します。 
①甲に対する債務の⼀つでも期限に履⾏しなかったとき。 
②甲との取引約定の⼀つでも違反したとき。 
③本取引に関し、甲に虚偽の資料提供または報告をしたとき。 
④組合員の資格または資格条件を喪失したとき。 
⑤前号のほか債権保全を必要とする相当の事由が⽣じたとき。 
第 12 条（貸越の中⽌） 
１．第６条に定める債務の返済が遅延している場合または前条により本取引による⼀切の
債務につき 期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとしま
す。 
２．前項のほか⾦融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、甲はいつでも
新たな貸越を中⽌することができるものとします。 
第 13 条（解約） 
１．私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は書⾯により



甲に通知、直ちに本取引による債務を全額弁済します。 
２．前 11 条各号もしくは第 21 条各号の事由があるときは、甲はいつでも本取引を解約す
ることができるものとします。 
３．第２項により本取引が解約された場合は、私は直ちにカードを返却し、本取引による債
務を全額弁済するものとします。 
第 14 条（払戻充当） 
１．本取引による甲に対する債務を履⾏しなければならない場合には、その債務と私の預⾦
その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺することがで 
きるものとします。 
２．前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の⼿続を省略し、私に代わり
諸預け⾦の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。 
３．第２項によって払戻充当する場合、債権債務の利息、損害⾦等の計算については、その
期間を計算実⾏の⽇までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。 
第 15 条（相殺） 
１．私は弁済期にある私の預⾦その他の債権と本取引による私の債務とを、対当額で相殺す
ることができます。 
２．前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書⾯によるものとし、相殺した預⾦その
他債権の証書、通帳は届出印を押印し直ちに甲に提出します。 
３．第１項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害⾦等の計算については、
その期間を相殺通知の到達の⽇までとし、利率、料率は甲の定めによるものとします。 
第 16 条（充当の指定） 
１．弁済または第 14 条による払戻充当の場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに⾜
らないときは、甲が適当と認める順序⽅法により充当することができ、その充当に対しては
異議を述べません。 
２．第 15 条により私が相殺する場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに⾜らないと
きは私の指定する順序⽅法により充当することができます。 
３．私が前項による指定をしなかったときは、甲が適当と認める順序⽅法により充当するこ
とができ、その充当に対しては異議を述べません。 
４．第２項の指定により債権保全上⽀障が⽣ずるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を
述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の⻑短等を考慮して、甲の指定する順
序⽅法により充当することができるものとします。 
５．第３項および第４項によって甲が充当する場合には、私の期限未到来の債務については
期限が到来したものとして、甲はその順序⽅法を指定することができるものとします。 
第 17 条（危険負担、免責条項等） 
１．私が甲に差⼊れた証書等が事変、災害等甲の責めに帰すことのできない事情によって紛
失、滅失または損傷した場合には、甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。



なお、甲から請求があれば直ちに代わりの証書等を差⼊れます。 
２．甲が、諸届その他書類に使⽤された印影（または暗証番号）を私の届出した印影（また
は暗証番号）または返済⽤預⾦⼝座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認め 
て取扱ったときは、それらの書類・印章について偽造・変造・盗⽤等の事故があっても、 
これによって⽣じた損害については、甲は責任を負わないものとします。 
３．私に対する権利の⾏使もしくは保全に要した費⽤は、私が負担します。この場合に⽣じ
た損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。 
第 18 条（届出事項） 
１．⽒名、住所、印章、電話番号、職業、取引⽬的その他甲に届け出た事項に変更があった
ときは、私は直ちに甲に書⾯で届け出るものとします。なお、甲が当該変更事項を保証会社
に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 
２．私が前項の届出を怠ったため、甲が私から最後に届出のあった⽒名、住所にあてて通知
または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべ
き時に到達したものとします。 
第 19 条（成年後⾒⼈等の届出） 
１．私またはその代理⼈は、家庭裁判所の審判により、私について補助・保佐・後⾒が開始
された場合には、直ちに成年後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯によって甲に届出る
ものとします。 
２．私またはその代理⼈は、家庭裁判所の審判により任意後⾒監督⼈が選任された場合には、 
直に任意後⾒監督⼈の⽒名その他必要な事項を書⾯によって甲に届出るものとします。 
３．私またはその代理⼈は、すでに補助・保佐・後⾒開始の審判を受けている場合、または
任意後⾒監督⼈の選任がされている場合、本取引開始前に前２項と同様に届出るものとし
ます。 
４．私またはその代理⼈は、第１項から第３項の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合
にも同様に甲に届出るものとします。 
５．私またはその代理⼈は、第１項から第４項の届出前に⽣じた損害については、甲は責任
を負わないものとします。 
第 20 条（報告および調査） 
１．⾃⼰の財産、債務、経営、業況、収⼊、本取引の取引⽬的または貸越⾦の使途等につい
て、甲が債権保全上必要と認めて請求した場合は、私の信⽤状態について直ちに報告し、ま
た調査に必要な便益を提供するものとします。 
２．⾃⼰の財産、債務、経営、業況、収⼊等について、信⽤状態に重⼤な変化を⽣じたとき、
または⽣じるおそれがあるときは、甲から請求がなくても直ちに報告するものとします。 
第 21 条（反社会的勢⼒の排除） 
１．私は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴
⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団



等、テロリスト（疑いのある場合を含む。）等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴
⼒団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを
表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 
①暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること 
②暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
③⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的を 
もってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること 
④暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宣を供与するなどの関与をしていると認め 
られる関係を有すること 
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係 
を有すること 
２．私は⾃ら⼜は第三者を利⽤して次のいずれかに該当する⾏為を⾏わないことを確約し
ます。 
①暴⼒的な要求⾏為 
②法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
③本取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 
④⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて甲の信⽤を毀損し、⼜は甲の業務を妨害 
する⾏為 
⑤その他前各号に準ずる⾏為 
３．私が、暴⼒団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ
かに該当する⾏為をし、⼜は第１項の規定にもとづく表明・確約に関し虚偽の申告をしたこ 
とが判明し、私との本取引を継続することが不適切である場合には、私は、甲からの請求 
によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、本取引のカードローン内容 
および取引規定に定める返済⽅法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するもの 
とします。 
４．前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領し
ないなど、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、⼜は到着しなかった場合は、通 
常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 
５．第３項の場合において、私に損害が⽣じた場合にも、私は甲にはなんらの請求をいたし
ません。また、甲に損害が⽣じたときは、私がその責任を負います。 
第 22 条（契約の変更） 
１．この契約の内容を変更する場合（第６条第３項により利率および損害⾦率が変更される
場合を除く）、甲は変更内容および変更⽇を私に通知（甲店頭の掲⽰を含む）するものとし、 
私は、変更⽇以降は変更後の契約内容に従い本取引を⾏います。 
２．前項のほか、甲は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効⼒発⽣⽇を定め、こ
の契約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発⽣時期を、甲のホームページにおける公表そ



の他相当な⽅法で私に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。 
①契約内容が私の⼀般の利益に適合するとき。 
②変更の内容が本取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変 
更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 
第 23 条（合意管轄） 
本取引に関して訴訟の必要が⽣じた場合には、甲本店または甲⽀店の所在地を管轄する地
⽅裁判所⼜は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 
第 24 条（譲渡、質⼊れ等の禁⽌） 
カードおよび通帳は譲渡、質⼊れまたは貸与することができないものとします。 

 
以上 


